
カ
月
か
か
り
ま
す
）。
な
お
、
時

効
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

お
早
め
に
申
請
願
い
ま
す
。

上
限
額
（
月
額
）
�
生
活
保
護
を

受
給
し
て
い
る
方
、
老
齢
福
祉
年

金
の
受
給
者
で
世
帯
全
員
が
市
民

税
非
課
税
の
方＝

１
万
５
千
円
、

�
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の

方＝

２
万
４
千
６００
円
、
�
そ
れ
以

外
の
方＝

３
万
７
千
２００
円
。

上
限
を
超
え
る
費
用
負
担
が
困

難
な
方
を
対
象
と
し
た
貸
付
制
度

も
あ
り
ま
す
の
で
、
お
住
ま
い
の

区
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

詳
細

区
役
所
（
１４
�
）
の
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

市
介
護
保
険
事
業
計
画
推
進

委
員
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

内
容
介
護
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
〜
高

齢
社
会
に
関
す
る
意
識
調
査
に
つ

い
て
。

日
時
３
月
２９
日
�
午
後
３
時
〜
５

時
。

会
場
札
幌
サ
ン
プ
ラ
ザ
（
北
区
北

２４
西
５
）。

詳
細

介
護
保
険
課
�（
２１１
）２
５

４
７

ビ
ジ
ネ
ス

商
店
街
等
に
対
す
る

支
援
制
度
説
明
会

日
時
３
月
２５
日
�
午
後
１
時
３０
分

〜
３
時
。

会
場
市
役
所
１２
階
会
議
室
。

対
象
商
店
街
・
小
売
市
場
な
ど
の

団
体
の
役
員
、
事
務
局
員
。

申
込
３
月
２４
日
�
ま
で
に
電
話
か

フ
ァ
ク
ス
（
団
体
名
、
代
表
者
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
参
加
人
数
を

記
入
）。

申
込
先
・
詳
細

産
業
振
興
課
�（
２１１
）

２
３
５
２
、
�（
２１８
）５
１
３
０

看
板
類
や
広
告
物
な
ど
を

設
置
さ
れ
て
い
る
方
へ

�
道
路
占
用
許
可
の
更
新
�

平
成
１６
年
度
は
、
看
板
類
の

道
路
占
用
許
可
の
更
新
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
更
新
手

続
き
に
関
す
る
文
書
を
送
付
す

る
の
で
、
１７
年
度
以
降
も
引
き

続
き
道
路
を
占
用
す
る
予
定
の

方
は
、
指
定
期
限
内
に
更
新
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

４
月
１
日
�
か
ら
は
、
更
新
申

請
、
新
規
申
請
の
い
ず
れ
の
場

合
も
道
路
占
用
料
が
上
が
る
予

定
で
す
。
更
新
手
続
き
に
つ
い

て
は
区
の
土
木
セ
ン
タ
ー
維
持

管
理
課
、
占
用
料
の
改
定
に
つ

い
て
は
道
路
管
理
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
屋
外
広
告
物
の
許
可
申
請
�

市
内
で
屋
外
広
告
物
を
掲
出

す
る
場
合
、
ま
た
は
許
可
期
間

満
了
後
も
継
続
し
て
掲
出
す
る

場
合
に
は
、
許
可
申
請
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
４
月
１
日

�
か
ら
、
許
可
申
請
に
関
す
る

手
数
料
が
上
が
る
予
定
で
す
。

�
４
月
か
ら
道
路
上
へ
の
広
告

旗
の
設
置
が
禁
止
に
�

４
月
１
日
�
か
ら
、
市
屋
外

広
告
物
条
例
に
よ
り
、
道
路

（
歩
道
）
上
へ
の
広
告
旗
（
台

を
含
む
）
の
設
置
が
禁
止
に
な

り
ま
す
。
電
柱
や
街
路
灯
柱
、

街
路
樹
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど

道
路
上
の
工
作
物
へ
の
取
り
付

け
も
同
様
で
す
。

特
に
道
路
上
の
広
告
旗
は
、

美
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、

通
行
人
に
危
険
を
及
ぼ
す
恐
れ

も
あ
り
ま
す
。
広
告
旗
は
、
自

己
の
敷
地
内
な
ど
に
掲
出
し
て

く
だ
さ
い
。
条
例
に
違
反
し
た

広
告
旗
は
、
市
が
注
意
や
指
導

を
繰
り
返
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
是
正
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

屋
外
広
告
物
法
に
基
づ
き
除
却

し
ま
す
。

詳
細

区
の
土
木
セ
ン
タ
ー
維

持
管
理
課
（
中
央＝

�（
６１４
）１

８
０
０
、
北＝

�（
７７１
）４
２
１

１
、
東＝

�（
７８０
）１
８
０
０
、

白
石＝

�（
８６０
）２
８
０
０
、
厚

別＝

�（
８９７
）１
８
０
０
、
豊
平

＝

�（
８５９
）３
８
０
０
、
清
田
�

（
８８８
）２
７
０
０
、
南＝

�（
５８８
）

２
８
０
０
、
西＝

�（
６６７
）３
２

０
１
、
手
稲＝

�（
６８１
）７
４
１

１
）か
道
路
管
理
課
�（
２１１
）２

４
５
２

保
険
・
年
金

そ
の
他

趣
味
・
教
養

子
供
向
け

レ
ジ
ャ
ー
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

ス
ポ
ー
ツ

暮
ら
し

福

祉

保
険
・
年
金

ビ
ジ
ネ
ス

そ
の
他

道路上の広告旗は、屋外
広告物法に基づき除却し
ます

オ
ー
プ
ン

セ

ー

ル

国民健康保険料は
期限内に納めましょう

『滞納整理特別強化月間』
実施期間 平成１７年５月まで

★滞納処分の強化
（給与・預貯金などの差し押さえ）

★滞納世帯への財産調査の強化
★納付相談・納付指導の強化

納付が困難な方は、区の
保険年金課にご相談を。

広

告

欄

�…電話 …ファクス ●●Ｅ…Eメール …先着順 …多数時抽選

無料（ただし入館料が必要な施設あり）、直接会場へ

抽
選

先
着

特に記載がないもの

記 号

22000055――��――広広報報ささっっぽぽろろ

お知らせの見方

2299


